
「
金
融
検
査・監
督
の
考
え
方
と
進
め
方
」の

ポ
イ
ン
ト

検
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
対
応
で
失
っ
た
も
の
を

取
り
戻
す
べ
き
局
面

金
融
庁

検
査
局
企
画
審
査
課
長　

渡
辺 

公
徳

検
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
廃
止
後
の
金
融
行
政

特集バ
ブ
ル
の
後
処
理
か
ら 

新
し
い
時
代
の
枠
組
み
づ
く
り
へ

　

過
去
20
数
年
間
の
金
融
行
政
は
、

ひ
と
言
で
い
え
ば
「
金
融
検
査
マ
ニ

ュ
ア
ル
に
基
づ
く
金
融
行
政
」
だ
っ

た
。
金
融
機
関
が
抱
え
る
不
良
債
権

の
問
題
や
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
（
法

令
等
遵
守
）
へ
の
対
応
が
急
務
で
あ

っ
た
た
め
、
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
方
式

の
金
融
検
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
基
づ
き

金
融
庁
が
事
後
的
に
検
証
す
る
手
法

（
数
年
に
１
回
立
入
検
査
に
入
り
、

金
融
機
関
を
チ
ェ
ッ
ク
）
を
採
用
し

た
。
当
時
、
日
本
の
不
良
債
権
問
題

を
解
決
す
る
た
め
に
採
用
さ
れ
た
も

の
だ
が
、
規
模
の
大
き
な
金
融
機
関

も
そ
う
で
な
い
金
融
機
関
も
基
本
的

に
一
律
に
対
象
と
さ
れ
た
た
め
、
小

規
模
・
中
規
模
金
融
機
関
の
多
く
に

は
違
和
感
を
持
っ
て
受
け
と
め
ら
れ

て
き
た
と
う
か
が
っ
て
い
る
。

　

そ
の
後
、
こ
う
し
た
違
和
感
を
踏

ま
え
、
金
融
庁
と
し
て
も
、
２
０
０

２
年
に
は
中
小
企
業
の
経
営
の
実
態

に
即
し
た
見
方
を
行
え
る
よ
う
金
融

検
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
別
冊
と
し
て

「
中
小
企
業
融
資
編
」
を
設
け
た
り
、

04
年
か
ら
は
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
シ
ッ
プ

・
バ
ン
キ
ン
グ
の
機
能
強
化
に
向
け

た
取
組
み
を
進
め
た
り
、
14
年
に
は

個
別
の
資
産
査
定
の
検
証
に
つ
い
て

金
融
機
関
の
判
断
を
原
則
と
し
て
尊

重
す
る
方
針
を
打
ち
出
し
た
り
と
、

見
直
し
を
進
め
て
き
た
。
そ
れ
で
も
、

金
融
機
関
は
依
然
と
し
て
、
こ
の
20

数
年
間
、
金
融
行
政
に
大
き
な
違
和

感
を
持
っ
て
過
ご
し
て
き
た
こ
と
を
、

「
対
話
会
」
の
場
で
、
特
に
小
規
模

・
中
規
模
の
地
域
金
融
機
関
の
皆
さ

ま
か
ら
う
か
が
っ
た
。

　

現
時
点
で
大
き
な
課
題
と
考
え
て

い
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
金
融
庁
の

取
組
み
が
、
方
向
と
し
て
は
一
貫
し

て
い
た
と
し
て
も
、
個
別
の
取
組
み

が
何
を
目
指
し
て
い
る
の
か
と
い
う
、

整
合
的
な
全
体
像
を
必
ず
し
も
示
す

２
０
１
７
年
12
月
に
「
金
融
検
査
・
監
督
の
考
え
方
と
進
め
方
（
検
査
・
監
督
基
本
方
針
）（
案
）」
を
公
表
し
、
18

年
２
月
14
日
ま
で
意
見
募
集
を
実
施
し
た
。
こ
の
間
、
金
融
庁
は
各
業
界
団
体
や
財
務
局
で
「
対
話
会
」
を
60
回

開
催
し
て
お
り
、
金
融
機
関
や
会
計
監
査
人
な
ど
か
ら
直
接
悩
み
や
懸
念
、
実
情
を
う
か
が
い
、
意
見
交
換
を
し

た
。
本
稿
で
は
、
寄
せ
ら
れ
た
意
見
の
一
部
を
紹
介
し
な
が
ら
、
あ
ら
た
め
て
新
し
い
検
査
・
監
督
方
針
に
つ
い

て
述
べ
た
い
。
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状
況
打
開
へ
「
五
つ
の
対
策
」

　

公
正
取
引
委
員
会
の
承
認
審
査
が
膠
着
状
態
に

あ
っ
た
Ｆ
Ｆ
Ｇ
と
十
八
銀
行
の
経
営
統
合
が
つ
い

に
動
き
だ
し
た
。

　

Ｆ
Ｆ
Ｇ
と
十
八
銀
行
は
５
月
７
日
、「
長
崎
県

経
済
の
活
性
化
に
貢
献
す
る
経
営
統
合
の
実
現
に

向
け
て
」
と
題
し
た
顧
客
向
け
施
策
を
公
表
し
、

福
岡
市
内
で
両
社
幹
部
に
よ
る
記
者
向
け
説
明
会

を
開
い
た
。
両
社
幹
部
が
そ
ろ
っ
て
説
明
を
行
う

の
は
、
２
０
１
７
年
７
月
に
経
営
統
合
の
「
無
期

限
延
期
」
を
公
表
し
て
以
来
。

　

両
社
は
経
営
統
合
に
よ
る
顧
客
の
不
安
・
懸
念

を
払
拭
す
る
た
め
、「
五
つ
の
対
策
」
を
提
示
。

①
店
舗
に
つ
い
て
は
、
十
八
・
親
和
で
ど
ち
ら
か

し
か
な
い
離
島
な
ど
の
支
店
を
存
続
。
②
貸
出
金

利
の
上
昇
へ
の
懸
念
に
は
、
金
利
水
準
を
不
当
に

引
き
上
げ
な
い
よ
う
１
件
ず
つ
事
前
の
チ
ェ
ッ
ク

態
勢
を
敷
く
。
③
取
引
金
融
機
関
の
選
択
肢
の
減

少
に
つ
い
て
は
、
他
行
へ
の
取
次
や
紹
介
を
行
う
。

④
統
合
に
伴
う
貸
し
渋
り
へ
の
懸
念
に
は
、
相
談

窓
口
を
設
置
。
⑤
統
合
で
長
崎
県
資
本
に
よ
る
銀

行
が
な
く
な
る
こ
と
へ
の
懸
念
に
つ
い
て
は
、
統

合
に
よ
る
資
本
や
リ
ソ
ー
ス
は
長
崎
県
に
還
元
す

る
と
し
た
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
五
つ
の
対
策
を
徹
底
す
る
た
め
、

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
指
標
を
設
定
・
開
示
し
て
自
ら
が

行
う
１
次
チ
ェ
ッ
ク
、
弁
護
士
や
税
理
士
、
地
元

企
業
に
よ
る
第
三
者
機
関
の
２
次
チ
ェ
ッ
ク
、
金

融
庁
の
検
査
監
督
に
よ
る
３
次
チ
ェ
ッ
ク
の
態
勢

を
取
る
と
し
た
。
ま
た
、
店
舗
統
廃
合
や
本
部
組

織
の
統
合
で
余
剰
と
な
る
約
５
０
０
名
の
行
員
を

取
引
先
支
援
に
あ
て
る
計
画
を
盛
り
込
ん
だ
。

　

問
題
解
消
措
置
と
し
て
有
力
視
さ
れ
る
「
債
権

譲
渡
」
に
つ
い
て
も
踏
み
込
ん
だ
対
応
を
取
る
。

十
八
・
親
和
の
す
べ
て
の
事
業
性
融
資
先
１
万
６

０
０
０
社
に
つ
い
て
、
両
行
の
役
員
・
支
店
長
ら

が
５
月
７
日
か
ら
約
１
カ
月
か
け
て
全
社
を
訪
問

し
、
債
権
譲
渡
の
可
否
の
意
向
確
認
を
行
う
。
17

年
５
月
に
も
同
様
の
調
査
を
行
っ
た
が
、
ヒ
ア
リ

ン
グ
先
は
十
八
・
親
和
の
並
行
取
引
先
の
数
百
社

に
限
ら
れ
、
譲
渡
可
能
金
額
は
数
百
億
円
に
と
ど

ま
っ
て
い
た
。
そ
の
対
象
を
全
取
引
先
に
広
げ
る

こ
と
で
、
ど
こ
ま
で
金
額
を
積
み
増
し
で
き
る
か

が
注
目
さ
れ
る
。

　

両
社
は
今
回
の
公
表
資
料
上
、「
債
権
譲
渡
」

と
い
う
言
葉
を
使
わ
ず
に
「
借
り
換
え
サ
ポ
ー

ト
」
と
表
現
し
て
お
り
、
あ
く
ま
で
「
お
客
さ
ま

の
ニ
ー
ズ
に
伴
う
借
入
先
の
変
更
、
移
し
替
え
」

（
十
八
銀
行
の
福
富
卓
専
務
）
と
強
調
。
Ｆ
Ｆ
Ｇ

の
吉
戒
孝
副
頭
取
も
「
お
客
さ
ま
の
同
意
の
な
い

債
権
譲
渡
は
ま
っ
た
く
や
る
つ
も
り
は
な
い
」
と
、

顧
客
本
位
で
あ
る
こ
と
を
念
押
し
し
た
。

九
州
Ｆ
Ｇ
が
「
渡
り
に
舟
」

　

Ｆ
Ｆ
Ｇ
と
十
八
銀
行
が
打
ち
出
し
た
今
回
の
施

策
に
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
債
権
譲
渡
額
の
積
み
増

し
と
弊
害
防
止
措
置
で
あ
る
「
五
つ
の
対
策
」
の

合
わ
せ
技
に
よ
っ
て
、
経
営
統
合
の
実
現
を
手
繰

り
寄
せ
る
狙
い
が
あ
る
。
あ
る
関
係
者
は
「
債
権

譲
渡
額
で
公
取
委
が
求
め
る
水
準
を
ク
リ
ア
す
る

こ
と
は
難
し
い
が
、
弊
害
防
止
措
置
を
加
え
る
こ

と
で
現
在
の
状
況
を
打
開
で
き
る
は
ず
」
と
自
信

を
の
ぞ
か
せ
る
。

　

金
融
庁
も
両
社
の
経
営
統
合
を
後
押
し
す
る
。

こ
れ
に
先
立
つ
４
月
26
日
、
金
融
庁
は
長
崎
市
内

で
地
元
の
事
業
者
向
け
に
説
明
会
を
開
催
し
、
73

公
正
取
引
委
員
会
の
企
業
結
合
審
査
が
難
航
し
て
い
た
、
ふ
く
お
か
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
グ
ル
ー

プ
（
Ｆ
Ｆ
Ｇ
）
と
十
八
銀
行
の
経
営
統
合
の
風
向
き
が
変
わ
っ
て
き
た
。
Ｆ
Ｆ
Ｇ
傘
下
の
親
和

銀
行
と
十
八
銀
行
の
合
併
に
よ
っ
て
長
崎
県
内
の
貸
出
シ
ェ
ア
が
約
７
割
に
の
ぼ
る
た
め
、
公

取
委
の
審
査
で
は
そ
の
問
題
解
消
措
置
が
焦
点
に
な
っ
て
い
る
。
両
社
は
５
月
７
日
、
問
題
解

消
措
置
と
し
て
「
債
権
譲
渡
」
の
積
み
増
し
と
新
た
な
弊
害
防
止
策
を
発
表
。
経
営
統
合
の
実

現
に
向
け
て
、
公
取
委
が
こ
の
合
わ
せ
技
を
「
一
本
」
と
見
な
す
か
否
か
が
天
王
山
に
な
る
。

長
崎
地
銀
の
合
併
問
題
、

「
合
わ
せ
技
」
で
統
合
実
現
な
る
か



お
ろ
そ
か
に
さ
れ
る

事
実
認
定

　

組
織
に
お
い
て
、
法
令
違
反
そ
の

他
の
問
題
事
案
の
発
生
が
認
知
さ
れ

た
場
合
の
基
本
手
順
は
、
①
事
実
関

係
の
把
握
、
②
発
生
原
因
の
究
明
、

③
再
発
防
止
策
の
策
定
、
お
よ
び
④

責
任
の
明
確
化
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

森
友
学
園
問
題
で
も
「
セ
ク
ハ
ラ
疑

惑
」
で
も
、
事
実
関
係
の
把
握
や
発

生
原
因
の
究
明
よ
り
も
、
政
治
的
に

責
任
の
明
確
化
が
優
先
さ
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
。

　

森
友
学
園
問
題
は
、
①
国
有
地
の

貸
付
・
売
却
の
適
正
性
の
問
題
と
、

②
近
畿
財
務
局
の
決
裁
文
書
の
改
竄

の
問
題
に
区
分
さ
れ
る
。
参
議
院
予

算
委
員
会
に
お
い
て
、
①
に
つ
い
て

は
国
有
地
売
却
当
時
の
理
財
局
長
と

近
畿
財
務
局
長
の
参
考
人
招
致
が
行

わ
れ（
２
０
１
７
年
３
月
24
日
）、
②

に
つ
い
て
は
元
理
財
局
長
の
証
人
喚

問
（
18
年
３
月
27
日
）
が
行
わ
れ
た
。

　

し
か
し
、
政
治
家
の
関
与
を
否
定

し
て
財
務
省
理
財
局
の
責
任
に
限
定

し
よ
う
と
す
る
与
党
と
、
政
治
家
の

関
与
を
引
き
出
し
て
総
理
大
臣
や
財

務
大
臣
の
責
任
を
追
及
し
よ
う
と
す

る
野
党
の
政
治
的
思
惑
が
交
錯
す
る

中
で
質
疑
応
答
が
行
わ
れ
た
よ
う
に

思
わ
れ
、
国
会
で
は
事
実
関
係
の
解

明
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、
報

道
機
関
の
報
道
内
容
も
、
経
済
紙
・

番
組
や
Ｎ
Ｈ
Ｋ
な
ど
を
除
く
と
、
昨

今
は
党
派
的
傾
向
（
例
え
ば
政
権
支

持
か
ど
う
か
な
ど
）
が
強
ま
っ
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
、
ど
こ
ま
で
が
事

実
で
ど
こ
ま
で
が
評
価
な
の
か
が
必

ず
し
も
明
確
で
な
い
面
が
あ
る
。

政
治
家
の
奉
仕
者
に

成
り
下
が
っ
た
の
か

　

会
計
検
査
院
は
17
年
11
月
22
日
に
、

国
有
地
の
貸
付
・
売
却
の
適
正
性
の

問
題
の
事
実
関
係
を
示
す
公
的
報
告

書
「
学
校
法
人
森
友
学
園
に
対
す
る

国
有
地
の
売
却
等
に
関
す
る
会
計
検

査
の
結
果
に
つ
い
て
」
を
公
表
し
て

い
る
。
報
告
書
で
は
、
検
査
事
項
と

し
て
、
①
当
該
国
有
地
の
貸
付
（
15

年
５
月
）・
売
却
（
16
年
６
月
）
の

財
務
省
に
激
震
が
走
っ
て
い
る
。
森
友
学
園
問
題
を
巡
っ
て
の
元
理
財
局
長
（
前
国
税
庁
長
官
）
の
辞
職
（
３
月
９

日
）
と
国
会
証
人
喚
問
（
３
月
27
日
）
に
続
き
、
前
事
務
次
官
の
「
セ
ク
ハ
ラ
疑
惑
」
が
報
道
さ
れ
、
前
事
務
次

官
が
辞
職
し
た
（
４
月
24
日
）。
筆
者
は
財
務
省
中
途
退
職
者
だ
が
、
本
稿
で
は
、
独
立
的
立
場
か
ら
財
務
省
や
政
治
、

報
道
機
関
が
抱
え
る
問
題
な
ど
を
取
り
上
げ
る
。

財
務
省
で
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
が

利
か
な
か
っ
た
理
由
を
考
察
す
る

「
閉
鎖
的
な
組
織
風
土
」に
整
備
さ
れ
る
べ
き

「
三
つ
の
防
衛
線
」

東
京
大
学
　
客
員
教
授

弁
護
士
　
松
尾 

直
彦
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